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東
京
都
千
代
田
区
永
田
町
の

国
会
議
事
堂
正
門
前
で
、
「
平

和
と
い
の
ち
と
人
権
を
！
5
・

3
憲
法
大
行
動
」
が
、
憲
法
集

会
実
行
委
員
会
の
主
催
で
開
催

さ
れ
た
。
こ
の
行
動
に
全
国
港

湾
か
ら
は
、
陸
・
海
・
空
港
湾

二
〇
労
組
の
一
員
と
し
て
、
二

〇
労
組
担
当
者
を
中
心
に
参
加

し
た
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

拡
大
で
、
四
都
府
県
に
緊
急
事

態
宣
言
や
七
県
地
域
に
ま
ん
延

防
止
等
重
点
措
置
が
発
令
さ
れ

て
い
る
な
か
、
開
催
が
危
ぶ
ま

れ
て
い
た
憲
法
集
会
が
、
五
月

三
日
午
後
か
ら
、
多
く
の
参
加

者
が
集
ま
る
大
規
模
集
会
を
取

り
や
め
、
昨
年
と
同
様
ネ
ッ
ト

配
信
の
オ
ン
ラ
イ
ン
中
継
で
開

催
さ
れ
た
。

陸
・
海
・
空
・
港
湾
二
〇
労

組
は
、
参
加
の
是
非
に
つ
い
て

検
討
を
行
っ
た
結
果
、
代
表
派

遣
に
よ
り
組
合
旗
を
持
っ
て
参

加
す
る
こ
と
を
確
認
し
て
、
幹

事
を
中
心
に
参
加
し
た
。

会
場
に
は
、
「
と
り
も
ど
そ

う
！
民
主
主
義

立
憲
主
義
」

「
変
え
よ
う
政
治
！
い
の
ち
を

守
り

平
和
を
つ
く
ろ
う
」
の

プ
ラ
カ
ー
ド
を
掲
げ
、
コ
ロ
ナ

感
染
防
止
の
観
点
か
ら
、
互
い

に
距
離
を
保
ち
、
会
話
を
控
え

る
よ
う
注
意
を
し
な
が
ら
、
マ

ス
ク
姿
の
多
く
（
一
〇
〇
〇
人

余
）
の
市
民
が
駆
け
つ
け
た
。

集
会
で
は
、
護
憲
派
の
市
民

団
体
代
表
、
憲
法
学
者
や
労
働

組
合
が
参
加
、
憲
法
学
者
で
日

本
体
育
大
学
の
清
水
教
授
は

「
首
相
は
、
国
民
投
票
法
改
正

案
を
成
立
さ
せ
よ
う
と
し
て
い

る
が
、
急
い
で
改
憲
す
る
必
要

は
あ
る
の
か
。
今
、
集
中
し
て

取
り
組
む
べ
き
は
コ
ロ
ナ
対
策

だ
」
と
批
判
。
江
戸
文
化
研
究

者
で
法
政
大
学
の
田
中
前
総
長

は
「
憲
法
と
自
民
党
の
改
憲
草

案
を
読
ん
で
比
較
し
て
ほ
し

い
。
自
民
党
は
『
憲
法
改
正
』

と
い
う
言
葉
を
使
う
が
、
改
正

で
は
な
く
全
く
異
な
る
憲
法

だ
。
各
人
が
ど
の
よ
う
な
憲
法

を
理
想
と
す
る
か
、
個
々
の
考

え
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ

る
」
と
主
張
し
た
。

ま
た
、
各
野
党
党
首
か
ら
オ

ン
ラ
イ
ン
で
挨
拶
が
あ
っ
た
。

日
本
国
憲
法
は
、
施
行
か
ら

七
十
四
年
を
迎
え
た
。
国
会
で

は
、
三
年
前
の
六
月
に
自
民
・

公
明
両
党
と
日
本
維
新
の
会
な

ど
が
提
出
し
た
、
憲
法
改
正
の

手
続
き
を
定
め
た
、
国
民
投
票

法
改
正
案
の
審
議
が
進
み
、
大

型
連
休
明
け
の
四
月
六
日
に
、

衆
議
院
の
憲
法
審
査
会
で
採
択

・
可
決
さ
れ
、
四
月
十
一
日
の

衆
議
院
本
会
議
で
可
決
、
参
院

に
送
付
さ
れ
、
参
院
の
審
議
を

経
て
、
今
国
会
で
成
立
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。

国
民
投
票
法
改
正
案
は
、
憲

法
改
正
に
道
を
開
き
、
是
非
を

問
う
国
民
投
票
で
、
主
な
改
正

内
容
は
、
①
改
正
公
職
選
挙
法

に
合
わ
せ
て
、
駅
や
商
業
施
設

に
投
票
所
を
設
置
し
た
り
、
期

日
前
投
票
の
時
間
を
柔
軟
に
設

定
し
た
り
で
き
る
。
②
改
憲
に

賛
成
、
反
対
の
両
陣
営
が
国
民

に
支
持
を
呼
び
掛
け
る
Ｃ
Ｍ
の

規
制
。
で
あ
っ
た
が
、
②
の
Ｃ

Ｍ
規
制
は
、
三
年
前
に
改
正
案

が
提
出
さ
れ
た
時
か
ら
の
課
題

だ
っ
た
。
だ
が
今
回
、
提
出
さ

れ
た
「
改
正
案
」
と
国
民
投
票

運
動
時
の
有
料
放
送
Ｃ
Ｍ
や
ネ

ッ
ト
広
告
の
制
限
、
資
金
規
正

な
ど
投
票
に
関
す
る
Ｃ
Ｍ
規
制

の
議
論
に
つ
い
て
三
年
を
め
ど

に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
と
す

る
内
容
の
立
憲
の
「
修
正
案
」

を
と
も
に
成
立
さ
せ
る
こ
と
で

合
意
し
、
具
体
的
な
規
制
は
盛

り
込
ま
れ
ず
、先
送
り
さ
れ
た
。

衆
議
院
議
員
選
挙
が
、
今
年

に
行
わ
れ
る
が
、
七
十
四
年
も

変
え
る
必
要
が
な
か
っ
た
平
和

憲
法
を
、守
り
生
か
す
た
め
に
、

日
本
国
憲
法
改
正
の
是
非
に
つ

い
て
の
議
論
を
深
め
て
い
く
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
ん
に
ち
は
。
教
宣
委
員
の

石
渡
で
す
。

私
は
休
み
の
日
に
な
る
と
、

カ
メ
ラ
を
持
ち
出
し
て
、
風
景

や
ら
子
供
の
写
真
、
愛
犬
の
写

真
な
ど
を
撮
っ
て
い
る
の
で
す

が
、
今
回
は
い
つ
か
チ
ャ
レ
ン

ジ
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
『
流

し
撮
り
』
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て

み
ま
し
た
。

流
し
撮
り
と
言
っ
た
ら
モ
ー

タ
ー
ス
ポ
ー
ツ
。
う
ち
の
近
所

で
ど
こ
か
良
い
場
所
は
無
い
か

な
と
ネ
ッ
ト
で
調
べ
て
い
た

ら
、
都
合
よ
く
近
く
に
『
テ
ル

ル
桶
川
ス
ポ
ー
ツ
ラ
ン
ド
（
通

称
：
桶
ス
ポ
）
』
と
い
う
サ
ー

キ
ッ
ト
場
が
あ
る
こ
と
が
分
か

っ
た
の
で
行
っ
て
み
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。

桶
ス
ポ
に
着
く
と
、
沢
山
の

バ
イ
ク
が
コ
ー
ス
を
周
回
し
て

お
り
、
私
も
そ
の
都
度
カ
メ
ラ

を
向
け
て
何
回
も
カ
シ
ャ
カ
シ

ャ
撮
っ
て
い
ま
し
た
。

ど
の
ラ
イ
ダ
ー
も
速
く
て
上

手
な
の
で
す
が
、
一
際
は
目
を

引
く
ラ
イ
ダ
ー
が
写
真
の
Ｎ
Ｉ

Ｎ
Ｊ
Ａ
に
乗
っ
て
い
る
ラ
イ
ダ

ー
で
、
私
も
夢
中
に
な
っ
て
そ

の
ラ
イ
ダ
ー
の
写
真
ば
か
り
と

っ
て
い
ま
し
た
。

あ
の
Ｎ
Ｉ
Ｎ
Ｊ
Ａ
に
乗
っ
て

い
た
ラ
イ
ダ
ー
速
か
っ
た
な
ぁ

な
ん
て
思
い
な
が
ら
、
家
路
に

つ
き
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
等
で
サ
ー

キ
ッ
ト
の
情
報
を
見
て
い
た

ら
、
Ｎ
Ｉ
Ｎ
Ｊ
Ａ
に
乗
っ
て
い

た
ラ
イ
ダ
ー
の
つ
ぶ
や
き
を
発

見
。
更
に
調
べ
て
み
る
と
、
そ

の
ラ
イ
ダ
ー
は
二
〇
二
〇
年
に

バ
イ
ク
の
世
界
選
手
権
で
日
本

人
初
優
勝
し
た
岡
谷
雄
太
選
手

で
し
た
。

『
世
界
的
に
有
名
な
プ
ロ
の

ラ
イ
ダ
ー
も
桶
ス
ポ
に
練
習
で

訪
れ
る
な
ん
て
、
野
球
の
世
界

で
言
っ
た
ら
大
谷
翔
平
が
河
川

敷
で
練
習
し
た
り
、
ゴ
ル
フ
の

松
山
英
樹
が
河
川
敷
の
打
ち
っ

ぱ
な
し
で
練
習
す
る
の
と
同
じ

よ
う
な
も
の
だ
よ
な
』
と
嫁
さ

ん
に
言
っ
た
ら
、
『
そ
れ
は
桶

川
な
め
す
ぎ
で
し
ょ
！
』
と
言

わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

と
も
あ
れ
、
流
し
撮
り
の
練

習
に
う
っ
て
つ
け
の
場
所
を
見

つ
け
て
し
ま
っ
た
の
で
、
練
習

積
ん
で
今
度
は
羽
田
空
港
の
飛

行
機
な
ど

に
も
チ
ャ

レ
ン
ジ
出

来
た
ら
な

と
思
っ
て

お
り
ま

す
。

前
号
ま
で
に
、第
七
条「
職

域
・
業
域
及
び
就
労
」
に
は

じ
ま
り
、
第
十
六
条
「
そ
の

他
の
雇
用
安
定
制
度
」
に
つ

い
て
読
み
進
め
て
き
ま
し

た
。
そ
こ
に
貫
か
れ
て
い
た

も
の
は
次
の
よ
う
に
整
理
で

き
る
と
思
い
ま
す
。

①

港
湾
を
通
過
す
る
す
べ

て
の
貨
物
は
港
湾
労
働
者
の

職
域
で
あ
る
こ
と
。
そ
の
た

め
に
労
使
は
不
断
の
努
力
を

行
い
、
そ
の
実
現
を
図
る
こ

と
。

②

雇
用
の
安
定
と
拡
大
の

た
め
に
日
港
協
は
最
大
限
の

努
力
を
行
う
と
共
に
、
輸
送

形
態
の
変
化
に
は
、
事
前
協

議
制
度
の
厳
格
な
運
用
を
も

っ
て
、
こ
れ
を
担
保
す
る
こ

と
。

③

Ｃ
Ｙ
作
業
の
自
動
化
に

対
す
る
雇
用
確
保
、
バ
ン
ニ

ン
グ
は
港
湾
労
働
者
の
仕

事
、
す
べ
て
の
貨
物
に
検
数

が
立
ち
会
い
、
検
量
す
る
。

④

港
湾
の
業
務
（
就
労
）

は
、
常
用
労
働
者
が
こ
れ
に

当
た
る
。

以
上
の
よ
う
に
整
理
し
て

み
ま
し
た
が
、
こ
れ
ら
は
、

「
産
別
労
使
が
雇
用
と
職
域

を
確
保
」
す
る
こ
と
を
基
本

原
則
と
し
て
確
立
し
、
荷
主

・
船
社
の
勝
手
で
横
暴
な
港

湾
利
用
を
規
制
す
る
も
の
で

も
あ
る
こ
と
が
理
解
い
た
だ

け
る
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
時
代
の
変
化
と

と
も
に
、
国
土
交
通
省
は
、

ユ
ー
ザ
ー
の
利
便
性
・
国
際

競
争
力
の
強
化
の
名
の
も
と

に
「
ス
ー
パ
ー
中
枢
港
湾
構

想
」
を
打
ち
出
し
ま
し
た
。

現
在
は
「
国
際
戦
略
港
湾
構

想
」
と
し
て
ス
ー
パ
ー
中
枢

港
湾
構
想
を
見
直
し
な
が

ら
、
運
輸
行
政
と
し
て
時
代

の
要
請
に
対
応
し
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
政
府

の
政
策
の
常
で
あ
る
と
こ
ろ

で
す
が
「
そ
こ
に
働
く
労
働

者
へ
の
視
点
」
が
欠
如
し
て

い
ま
す
。
現
在
の
他
の
政
策

で
も
一
様
に
労
働
者
の
視
点

は
な
く
「
大
資
本
の
利
便
性

の
担
保
」
が
貫
か
れ
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
で
、
安
倍
晋

三
前
首
相
が
経
済
政
策
の
柱

に
「
企
業
が
一
番
活
躍
で
き

る
日
本
に
」
と
打
ち
出
し
た

の
は
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ

で
、
菅
現
内
閣
も
「
こ
れ
を

継
承
す
る
」
と
豪
語
し
て
い

ま
す
。

こ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
き

な
が
ら
、
第
十
七
条
を
読
ん

で
い
き
ま
し
ょ
う
。

第
十
七
条

ス
ー
パ
ー
中

枢
港
湾

ス
ー
パ
ー
中
枢
港
湾
及
び
コ

ン
テ
ナ
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
自
動

化
に
つ
い
て
は
、
第
十
二
章

五
八
条
第
十
一
項
の
確
認
に

よ
り
対
応
す
る
。

①

港
湾
労
働
の
雇
用
維
持

を
図
り
つ
つ
、
コ
ン
テ
ナ
タ

ー
ミ
ナ
ル
の
効
率
化
の
改
善

が
必
要
で
あ
る
。

②

自
動
化
に
関
し
て
、
…

港
湾
労
働
者
の
職
域
で
あ

る
。
事
業
の
推
進
者
は
、
…

港
湾
労
働
者
の
職
域
は
元
よ

り
、
コ
ン
テ
ナ
タ
ー
ミ
ナ
ル

の
運
営
に
係
る
関
連
す
る
業

務
の
確
保
に
裁
断
減
の
努
力

を
図
る
。

③

各
地
区
港
湾
安
定
化
協

議
会
に
お
け
る
主
要
な
議
題

で
あ
り
、
コ
ン
テ
ナ
タ
ー
ミ

ナ
ル
の
自
動
化
は
事
前
協
議

の
対
象
で
あ
る
こ
と
を
前
提

に
中
央
及
び
地
区
で
の
労
使

協
議
を
行
う
。

ス
ー
パ
ー
中
枢
港
湾
構
想

は
、
高
規
格
バ
ー
ス
を
整
備

し
、
基
幹
航
路
の
誘
致
を
積

極
的
に
進
め
る
こ
と
が
で
き

る
要
件
を
整
え
よ
う
と
す
る

も
の
で
、こ
の
構
想
に
よ
り
、

港
湾
整
備
が
進
む
中
で
、「
自

動
化
」
と
い
う
課
題
が
浮
上

し
、二
〇
〇
五
年
に「
ス
ー
パ

ー
中
枢
港
湾
及
び
コ
ン
テ
ナ

タ
ー
ミ
ナ
ル
の
自
動
化
に
係

る
確
認
書
」を
締
結
す
る
。そ

し
て
、
こ
の
動
き
と
軌
を
一

に
す
る
よ
う
に
、
名
古
屋
港

に
お
け
る
「
自
動
化
タ
ー
ミ

ナ
ル（
飛
島
）」
計
画
が
打
ち

出
さ
れ
、こ
の
件
で
は「
名
古

屋
港
Ｔ
Ｃ
Ｂ
に
係
る
中
央
労

使
確
認
」
を
二
〇
〇
八
年
に

締
結
し
て「
雇
用
と
職
域
」を

す
る
取
り
組
み
へ
と
進
む
こ

と
に
な
る
。
Ｔ
Ｃ
Ｂ
の
供
用

は
、
名
古
屋
地
区
で
の
取
り

扱
い
の
増
加
で
既
存
の
タ
ー

ミ
ナ
ル
で
貨
物
を
捌
き
き
れ

な
い
事
情
が
背
景
に
あ
り
、

直
接
的
意
味
で
「
雇
用
合
理

化
」に
は
至
ら
な
い
も
の
の
、

全
国
的
に
こ
れ
が
波
及
す
る

と
な
る
と
ま
さ
し
く
「
人
員

削
減
」
と
な
る
こ
と
か
ら
、

こ
こ
で
は
、
「
名
古
屋
港
以

外
に
波
及
さ
せ
な
い
」
と
の

確
認
が
入
っ
て
い
る
。
こ
の

協
定
は
第
十
条
一
項
に
あ
た

る
も
の
で
、
本
連
載
⑮
の
解

説
で
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。

こ
の
中
央
確
認
書
を
も
と
に

名
古
屋
地
区
労
使
に
お
い
て

飛
島
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
関
す
る

人
員
配
置
も
含
め
た
労
使
協

定
を
締
結
す
る
こ
と
に
な

る
。
今
回
は
、
紙
面
の
都
合

で
紹
介
に
留
め
る
こ
と
に
し

て
、
次
回
に
こ
の
協
定
に
つ

い
て
の
背
景
や
内
容
を
詳
し

く
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

＊
ス
ー
パ
ー
中
枢
港
湾
＝
二

〇
〇
二
年
の
交
通
政
策
審
議

会
で
ま
と
め
た
政
策
で
、
国
際

拠
点
港
（
旧
：
特
定
重
要
港

湾
）
を
、
京
浜
港
（
東
京
・
横

浜
）
・
伊
勢
湾
港
（
名
古
屋
・

四
日
市
）
、
阪
神
港
（
大
阪
・

神
戸
）
を
ス
ー
パ
ー
中
枢
港
湾

と
し
、
関
門
・
北
九
州
を
中
枢

国
際
港
湾
、
苫
小
牧
・
仙
台
・

新
潟
・
常
陸
那
珂
・
清
水
・
広

島
・
志
布
志
を
中
枢
港
湾
都
市

と
位
置
づ
け
、
国
費
の
充
当
率

を
振
り
分
け
る
な
ど
し
て
、
主

要
港
の
国
際
競
争
力
を
強
め

よ
う
と
す
る
政
策
、
大
深
水
、

高
規
格
荷
役
機
器
の
整
備
に

無
利
子
貸
付
制
度
を
行
う
。

平
和
と
い
の
ち
と
人
権
を
！

平
和
と
い
の
ち
と
人
権
を
！

5
・
3
憲
法
大
行
動

5
・
3
憲
法
大
行
動

港湾産別協定○港湾産別協定○
～第三章・第十七条
スーパー中枢港湾～
～第三章・第十七条
スーパー中枢港湾～

２１２１

リ
レ
ー
随
筆

リ
レ
ー
随
筆

〜
流
し
流
さ
れ
流
し
撮
り
〜

〜
流
し
流
さ
れ
流
し
撮
り
〜


